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お問い合わせ先　稚内年金事務所　電話 ０１６２-３３-7０１１
　　　　　　　　住民生活課 税務住民係　電話 5-１１１２　告知端末機 5-88１２

� 国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！
　日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象者宛に送付されますので、
お手元に届きましたら大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
　送付予定は次のとおりです。

送付時期 対象者
① 令和６年１０月下旬から１１月上旬に

かけて順次
令和６年１月１日から令和６年９月３０日までの間に国民年金保険
料を納付された方

② 令和７年２月上旬 令和６年１０月１日から令和６年１２月３１日までの間に国民年金保険
料を納付された方（①の対象者は除きます。）

社会保険料控除証明書の電子送付サービスが開始されています！
　日本年金機構では、マイナンバーカードをお持ちの方に、マイナポータルで社会保険料控除証明書を受け
取れるサービスを実施しています。
　※電子送付サービスを利用している方は上記の送付時期が異なります。

　○電子送付可能な通知書
　　・社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
　　・公的年金等の源泉徴収票

　○電子送付のサービスを受けるためには以下の手続きが必要になります。
　　１　マイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録
　　　　※利用登録の方法は昨年度の広報12月号のねんきん通信に掲載しています。
　　２　「ねんきんネット」での電子送付希望の登録

　通知書の電子データをマイナポータルの「お知らせ」で受け取るには、「ねんきんネット」で事前に
「電子送付」の希望登録を行う必要があります。「電子送付」を希望する場合は、通知書の郵送は停止
となります。
（登録のタイミングによっては、電子送付と郵送の両方を行う場合がありますので、ご了承願います。）
　(https://www.nenkin.go.jp/n-net/utilization/electronic_delivery.html)

　　３　マイナポータルで通知書の受け取り
　　　　通知書の電子データはマイナポータルの「お知らせ」に送付されます。
　　４　e-Taxなどでの利用

　受け取った電子データを利用して確定申告や年末調整を行うことができます。
　e-Taxを利用して確定申告を行う際に、受け取った電子データを国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」に取り込んで、該当項目を自動入力することができます。
　なお、電子データを紙面に印刷したい場合は、国税庁が提供する「ＱＲコード付証明書等作成シス
テム」を利用してください。

　○既に紙で受け取った通知書を電子データで受け取りたい方へ
　　通知書を郵送で受け取った方も電子データでの受け取りが可能です。
　　受け取りを希望する場合は、「ねんきんネット」から「通知書の再交付申請」を行ってください。
　　なお、受け取りは申請から３～５営業日後になります。
　　(https://www.nenkin.go.jp/n-net/utilization/reissue.html)

｜ほろのべの窓｜｜ほろのべの窓｜20242024  11月号  …　14 …　14


